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小川地区衛生組合建設工事一般競争入札（事後審査型）要綱 

                                     

（趣旨） 

第１条 この告示は、組合が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札にお

いて、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式（以下「事後審査型入札」と

いう。）を施行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象工事） 

第２条 事後審査型入札の対象とする工事は、一般競争入札に付する工事で、入札

参加資格の審査を入札執行後に行う工事として管理者が指定したものとする。 

 （参加資格） 

第３条 入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次に定め

るとおりとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

 ⑵ 小川地区衛生組合入札参加資格者名簿に対象工事に対応する業種で登載され

ている者であること。ただし、登載されている者の数が少数であり競争性が確

保できないおそれがある場合には、組合の構成町村（小川町、嵐山町、滑川町、

ときがわ町及び東秩父村）の入札参加資格名簿に対象工事に対応する業種で登

載されている者を含むことができる。 

 ⑶ 小川町規程等を準用する規程（令和７年告示第４号）第２条の規定により準

用される小川町指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を公告日から入札日

までの期間に受けていない者であること。 

 ⑷ 小川町規程等を準用する規程第２条の規定により準用される小川町の締結す

る契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外措置を公告日から

入札日までの期間に受けていない者であること。 

２ 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次に定める事項に係る参加資格

を定めることができるものとする。 

 ⑴ 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分 

 ⑵ 対象工事に対応する業種についての経営事項審査の総合評定値の区分 

 ⑶ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく許可を受けた営業所の所在

小川町規程等を準用する規程（令和７年小川地区衛生組合告示第４号）による準用 
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地 

 ⑷ 一定基準を満たす同種又は類似の工事の施工実績 

 ⑸ 当該工事に配置予定の技術者 

 ⑹ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成１３年総務省・法務省・

経済産業省令第２号）第１３条第１項第１号の電子証明書を取得し、埼玉県電

子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）を利用するための利

用者登録が完了している者であること。 

 ⑺ その他必要と認める事項 

 （公告内容等の決定） 

第４条 管理者は、小川町入札参加資格審査委員会（小川町請負業者等指名委員会

をもってこれに代えることができる。）に諮り、前条に定める参加資格のほか公告

の内容等を決定するものとする。 

 （入札の公告） 

第５条 入札の公告は、小川地区衛生組合建設工事一般競争入札（事後審査型）公

告（様式第１号又は様式第１号の２）を告示することにより行うものとする。 

 （入札参加） 

第６条 入札に参加を希望する単体企業及び経常建設工事共同企業体（以下「単体

等」という。）並びに特定建設工事共同企業体（以下「参加希望者」という。）は、

一般競争入札参加申請書（単体等にあっては様式第２号、特定建設工事共同企業

体にあっては様式第３号。以下「参加申請書」という。）を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の参加申請書を提出し、収受印の押された参加申請書の写しの交付を受け

た者は、入札に参加することができる。 

３ 電子入札参加希望者は、電子入札システムにおいて当該入札案件に対し「競争

参加資格確認申請書」を提出することにより、入札参加の意思を表示するものと

する。 

４ 前項の競争参加資格確認申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行

される競争参加資格確認申請書受付票を確認した者は、入札に参加することがで

きる。 

 （現場説明会） 

第７条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。 
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 （設計図書等） 

第８条 設計図面、設計書、仕様書、特記仕様書及び契約書案は、参加希望者に貸

与、配布（有償又は無償）又は電子入札システムに掲載するものとする。 

２ ある参加希望者からの質問及びその回答は、全ての参加希望者に周知するもの

とする。 

 （入札保証金） 

第９条 入札保証金の納付及び減免については、小川町規則を準用する規則（令和

７年規則第２号）第２条の規定により準用される小川町契約規則（以下「契約規

則」という。）第４条及び第７条の規定によるものとする。 

２ 入札保証金は、入札の終了後、請求書（様式第４号）に基づき、これを還付す

るものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約

保証金があるときは、これに充当するものとする。 

３ 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代え

て提供された担保を含む。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。）第２３

４条第４項の規定に基づき、組合に帰属するものとする。 

 （入札金額見積内訳書） 

第１０条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めるもの

とする。 

 （入札の執行） 

第１１条 入札公告等で指示がある場合を除き、入札参加者の数が１者であるとき

は、入札を執行しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げるときに、

入札参加者が１者になった場合はこの限りでない。 

 ⑴ 再度入札のとき。 

 ⑵ 入札参加資格の審査の結果、参加資格を満たしていない者がした入札を無効

としたとき。 

 ⑶ 一抜け方式を適用した入札において、先に開札した入札の落札者がした当該

入札への入札を無効としたとき。 

２ 再度入札は原則として２回までとする。 

 （不調時の取扱い） 

第１２条 再度入札によっても、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者又は予

定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札を行った者（以下「落札候補者」
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という。）がいない場合は、日時を改めて一般競争入札に付するものとする。ただ

し、一般競争入札に付することができないときは、随意契約によることができる

ものとする。 

２ 前項による随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知し

て行うものとする。 

 （入札の辞退） 

第１３条 参加希望者は、参加申請書を提出後であっても、入札を辞退することが

できる。この場合、書面により、その意思を表示しなければならない。ただし、

電子入札の辞退は、小川町公共工事等電子入札運用基準に基づき、取り扱うもの

とする。 

 （入札の無効） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 参加資格のない者がした入札 

 ⑵ 参加資格審査のために管理者が行う指示に落札候補者が従わないときにおけ

る当該落札候補者のした入札 

 ⑶ 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率に

よる額に達しない者がした入札 

 ⑷ 入札者の押印のない入札書による入札 

 ⑸ 記載事項を訂正した場合（金額の訂正は無効）においては、その個所に押印

のない入札書による入札 

 ⑹ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

 ⑺ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書

による入札 

 ⑻ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

 ⑼ 他者の代理を兼ねた者がした入札 

 ⑽ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者が

した入札 

 ⑾ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

 ⑿ 明らかに連合（談合）によると認められる入札 

 ⒀ 虚偽の参加申請書又は一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がし

た入札 
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 ⒁ 入札書に記載された金額が入札金額見積内訳書の税抜合計額と異なる（１万

円未満の端数処理と認められる場合を除く。）入札 

⒂ 入札金額見積内訳書に不備のあった入札 

 ⒃ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 

 ⒄ 電子入札において、紙による入札書の提出を認められた者がした第４号から

第１０号に掲げる入札 

 ⒅ その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 （落札決定の保留） 

第１５条 管理者は、落札候補者があるときは、落札候補者の入札参加資格を審査

するため、落札決定を保留する。 

 （参加資格の審査に必要な書類の提出） 

第１６条 管理者は、落札候補者のうち最低の価格をもって入札を行った者（以下

「第一順位の落札候補者」という。）に対し、速やかに落札候補者通知書（様式第

５号）により次項に定める書類の提出を求めるものとする。 

２ 第一順位の落札候補者は、参加資格の有無及び契約保証金の取扱いを確認する

ため、一般競争入札参加資格等確認申請書（単体等にあっては様式第６号、特定

建設工事共同企業体にあっては様式第７号。以下「確認申請書」という。）に一般

競争入札参加資格等確認資料（単体等にあっては様式第８号、特定建設工事共同

企業体にあっては様式第９号。以下「確認資料」という。）及び特定建設工事共同

企業体にあっては特定建設工事共同企業体協定書を添えて、管理者に提出しなけ

ればならない。 

３ 契約規則第１７条第１項第３号に基づき契約保証金の納付の減免を希望する第

一順位の落札候補者は、該当建設工事の請負契約書、工事完成検査結果通知その

他の履行を証明するものの写し（単体等にあってはその単体等が、また、特定建

設工事共同企業体にあってはその代表構成員となる者が、単体等又は特定建設工

事共同企業体の代表構成員として工事を請け負った実績に限る。）を確認資料に添

付しなければならない。 

４ 前２項の書類は、第１項の規定により提出を求めた日の翌日から起算して原則

として２日（日曜日、土曜日、休日及び年末年始（以下「休日」という。）を除く。）

以内に持参により提出しなければならないものとする。 

５ 第一順位の落札候補者が前項の規定による提出期限内に参加資格の審査に必要
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な書類を提出しないとき、又は参加資格の審査のために管理者が行う指示に従わ

ないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。 

６ 前項に規定する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると管理者が

認めるときは、指名停止要綱に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 

 （参加資格の審査） 

第１７条 管理者は、参加資格要件に基づき、第一順位の落札候補者が当該要件を

満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、当該落札候補者が当該要件を満

たしていない場合には、次に低い価格を提示した落札候補者（以下「次順位の落

札候補者」という。）について審査を行う。この場合において、前条の規定は、次

順位の落札候補者について準用する。 

２ 管理者は、入札価格の低い順に落札候補者について順次審査を行い、参加資格

を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。 

３ 同額の入札を行った落札候補者がいる場合には、くじにより審査の順序を決定

する。 

４ 第１項の審査は、入札書、入札金額見積内訳書、確認資料等により行うものと

する。 

５ 参加資格の審査は、前条第４項に規定する参加資格の審査に必要な書類の提出

期限の日の翌日から起算して原則として３日（休日を除く。）以内に行わなければ

ならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合は、この限りでない。 

６ 参加資格の審査は、一般競争入札参加資格審査結果調書（様式第１０号）によ

り取りまとめ、確認資料等とともに保存するものとする。 

 （落札者の決定又は入札参加資格不適格者の決定） 

第１８条 管理者は、前条の審査の結果、参加資格を満たすことが確認された落札

候補者を落札者として決定し、電話及び一般競争入札参加資格確認通知書（様式

第１１号）により連絡及び通知するものとする。 

２ 管理者は、落札候補者が参加資格を満たしていないことを確認したときは、当

該落札候補者に対して一般競争入札参加資格不適格通知書（様式第１２号）によ

り通知するものとする。 

３ 落札決定までに、落札候補者が参加資格要件を満たさなくなったときは、当該

落札候補者は、参加資格を満たさないものとする。 

 （参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明） 
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第１９条 入札参加資格不適格通知書を受け取った者は、参加資格を満たさないと

されたことに不服があるときは、当該通知書を受け取った日の翌日から起算して

５日（休日を除く。）以内に、管理者に対して参加資格を満たさないとされた理由

について説明を求めることができる。 

２ 参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、不服申出書（様

式第１３号）を持参又は郵送することにより行うものとする。 

３ 管理者は、第１項の説明を求められたときは、不服申出書を提出された日の翌

日から起算して原則として５日（休日を除く。）以内に、回答書（様式第１４号）

により回答するものとする。 

４ 当該不服の申出は、前条第１項の事務の執行を妨げないものとする。 

 （契約保証金） 

第２０条 契約保証金の納付及び減免については、契約規則第１６条及び第１７条

の規定によるものとする。 

２ 契約保証金は、契約上の義務の履行後、請求書（様式第４号）に基づき、これ

を還付するものとする。 

３ 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金（そ

の納付に代えて提供された担保を含む。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号。）第２３４条の２第２項の規定により、組合に帰属するものとする。 

 （その他） 

第２１条 この告示に定めがない事項は、一般競争入札及び指名競争入札に関する

諸規程及び小川町公共工事等電子入札運用基準の例によるものとする。 
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様式第１号（第５条関係） 

小川地区衛生組合建設工事一般競争入札（事後審査型）公告 

 

工事について、下記のとおり一般競争入札を執行するの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については、小川地区衛生組

合建設工事一般競争入札（事後審査型）要綱の規定によるものとする。 

 

年  月  日 

小川地区衛生組合管理者             

 

記 

 

１ 入札対象工事 

 ⑴ 工 事 名 

 ⑵ 工事場所 

 ⑶ 工事期間 

  契約確定の日から  日間（   年 月 日頃まで） 

 ⑷ 工事概要 

  ア 目的 

  イ 規模及び構造 

  ウ 基礎形式及び施工方法 

  エ 概要図 

   別に配布する工事概要図のとおり 

 ⑸ 主要資材 

 

２ 入札手続きの方法等 

  本件入札は、資料の提出、届出及び入札を紙により行う。 

 

３ 入札の場所及び日時 

 ⑴ 入札場所 
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 ⑵ 日  時 

年  月  日 午（前・後）  時  分 

 

４ 入札に参加する者に必要な資格等 

 ⑴ 形態 

 ⑵ 登録業種等 

  ア  ・ 年度小川地区衛生組合指名参加業者名簿に対象工事に対応する業種で登載

されている者 

 ⑶ 配置する技術者 

  ア 主任技術者または監理技術者の資格を有する者をこの工事の全工期に専任で配置

できること。 

  イ 入札申込日以前の３か月前から恒久的に雇用している者。（事後審査書類提出時に

健康保険証の写し等により確認） 

 ⑷ 実績等 

 ⑸ 次のいずれかに該当しない者であること。 

  ア 施行令第１６７条の４の規定に該当する。 

  イ この案件の公告日から入札日までの期間に小川地区衛生組合指名停止等措置要綱

及び小川地区衛生組合の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づ

く指名停止措置を受けている者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがなされている者。ただし、裁判所からの更正又は再生手続開始の決定を受け

ているものを除く。 

 ⑹ 社会保険等  

   公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てに適法に加入しているこ

と。 

 

５ 一般競争入札参加申請書の提出 

  入札の参加を希望する者は、次に示す期間内に一般競争入札参加申請書（以下「参加

申請書」という。）を提出する。参加申請書は、小川地区衛生組合のホームページよりダ

ウンロード すること。 
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 ⑴ 提出先 

   小川地区衛生組合    課   担当 

 ⑵ 受付期間 

        年  月  日（ ）から  年  月  日（ ）まで 

        （日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 ⑶ 受付時刻 

        時から   時まで 

 ⑷ その他 

  ア 参加申請書を提出し、収受印の押された参加申請書の写しを交付する。 

    入札時に持参すること。 

  イ 明らかに入札参加資格がないと認められるときは、参加申請書を受理しない。 

 

６ 設計図書等 

  設計図面、設計書、仕様書、特記仕様書及び契約書案（以下「設計図書等」という。）

は、次のとおり貸与する／配布する。（有償／無償）） 

 ⑴ 貸与（配布）場所 

 ⑵ 貸与（配布）期間 

        年  月  日（ ）から  年  月  日（ ）まで 

        （日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 ⑶ 受付時刻 

        時から  時まで 

 ⑷ 返却方法（貸与による場合） 

 

７ 設計図書等に関する質問 

  設計図書等に関して質問がある場合は次のとおり、質問書を（持参／ＦＡＸ）により

提出しなければならない。 

 ⑴ 提出先 

 ⑵ 受付期間 

       年  月  日（ ）から  年  月  日（ ）まで 

        （日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 ⑶ 受付時刻（持参による場合） 
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        時から  時まで 

 ⑷ 質問に対する回答 

    質問に対する回答は、次のとおり（掲示／通知／配布）する。 

  ア 掲示場所（配布場所） 

  イ 掲示期間（通知日／配布期間） 

       年  月  日（から  年  月  日（ ）まで 

        （日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 

８ 現場説明会 

  次のとおり開催する。／開催しない。 

 ⑴ 開催場所 

 ⑵ 開催日時       年  月  日午（前・後）  時  分 

 

９ 入札保証金 

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、見積った契約希望金額（入札書に記載する金額（見

積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額）ではないので注意するこ

と。）の１００分の５以上(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げた金額)入札保証金を納付しなければならない。 

 ⑵ 納付方法 

   参加申請書提出時に配布する納付書兼領収書等により、指定金融機関、指定代理金

融機関又は収納代理金融機関に払い込むこと。 

 ⑶ 納付期限        年  月  日 

 ⑷ 小川町規則を準用する規則（令和７年規則第２号）第２条の規定により準用される

小川町契約規則第７条の規定により納付をさせないことができる。 

 ⑸ 入札保証金は、入札の終了後、入札に参加した者から請求書の提出を受けることに

より、還付する。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付する必要の

ある契約保証金があるときは、これに充当する。 

   なお、落札者がその責に帰すべき理由により契約を締結しないときの入札保証金は、

組合に帰属するものとする。 

 

１０ 最低制限価格 
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設定する。（最低制限価格未満の入札をした者は、この入札におけるそれ以降の入札

に参加できない。）／設定しない。 

 

１１ 入札に関する注意事項 

 ⑴ 入札参加資格者の確認 

  ア 収受印のある参加申請書の写しを持参すること。 

  イ 入札参加資格者の確認を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない

者は、入札に参加できない。 

  ウ 入札に参加する者の数が１者であるときは、入札を執行しない。 

 ⑵ 入札書に記載する金額 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑶ 提出書類 

  ア 入札金額見積内訳書並びに入札保証金を納付すべき者にあっては、その納付書兼

領収書又は入札保証保険証券を、初度入札時に入札書とともに提出すること。 

  イ 落札者以外の入札保証金は入札後に還付するので、納付書兼領収書等により入札

保証金を納付した者は、あらかじめ、振込先、口座番号等を記載した請求書を用

意すること。 

  ウ 代理人をして入札する場合は、委任状を提出すること。 

 ⑷ 入札回数 

  ア 再度入札は２回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 ⑸ 入札の辞退 

  入札参加申請書を提出後であっても、入札を辞退することができる。この場合、書面

により、その意思を表示しなければならない。 

 ⑹ 独占禁止法等関係法令の遵守 

  入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 
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 ⑺ その他 

  ア この公告に示す入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

  ウ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札

参加者にくじを引かせ、落札候補者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを

辞退することはできない。 

 

１２ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札に参加する資格のない者がした入札 

 ⑵ 参加資格審査のために管理者が行う指示に落札候補者が従わないときにおける当該

落札候補者のした入札 

 ⑶ 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額

に達しない者がした入札 

 ⑷ 入札者の押印のない入札書による入札 

⑸ 記載事項を訂正した場合（金額の訂正は無効）においては、その個所に押印のない

入札書による入札 

⑹ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

⑺ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による

入札 

⑻ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

⑼ 他者の代理を兼ねた者がした入札 

⑽ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入

札 

 ⑾ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

 ⑿ 明らかに連合（談合）によると認められる入札 

 ⒀ 虚偽の参加申請書を提出した者がした入札 

⒁ 入札書に記載された金額が入札金額見積内訳書の税抜合計額と異なる（１万円未満

の端数処理と認められる場合を除く。）入札 

  ⒂ 入札金額見積内訳書に不備のあった入札 

 ⒃  その他公告に示す事項に反した者がした入札 
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１３ 入札参加資格の有無の確認 

  開札後、落札候補者となった者は、参加資格確認に必要な資料を指示された日の翌日

から起算して、２日以内に提出し、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。 

 

１４ 入札参加資格の確認通知 

 ⑴ 入札参加資格の確認結果は、電話及び通知書により連絡及び通知する。 

 ⑵ 入札参加資格がある旨の確認通知には、契約保証金の納付について示す。 

 ⑶ 入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。 

 

１５ 契約の時期 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年３月１

９日条例第２号）の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につ

いては、建設工事請負仮契約書を取りかわし、組合議会の議決後に本契約を締結する。 

 

１６ 契約保証金 

⑴ 落札者は契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り上げた金額）の契約保証金（入札保証金を納付したときは、その

差額）を納付しなければならない。 

⑵ 契約保証金の納付については、保証会社との間に小川地区衛生組合を被保険者とす

る履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者は、免除する。 

⑶ 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより、還付

する。ただし、請負者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないとき

の契約保証金は、組合に帰属するものとする。 

 

１７ 支払条件 

 ⑴ 前金払 

  する。（その額は契約金額の４０％以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、

継続事業にあっては、その年割額の４０％以内とする。）／しない。 

 ⑵ 中間前金払 

  する。（その額は契約金額の２０％以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、
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継続事業にあっては、その年割額の２０％以内とする。）／しない。 

 ⑶ 部分払 

  する。（ 回以内）／しない。 

 

１８ その他 

⑴ 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に専任で配置する

こと。 

⑵ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由とし

て、異議を申し立てることはできない。 

 

１９ 問い合わせ 

 ⑴ 問い合わせ先 

 ⑵ 電話番号 
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様式第１号の２（第５条関係） 

小川地区衛生組合建設工事一般競争入札（事後審査型）公告 

 

工事について、下記のとおり一般競争入札を執行するの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については、小川地区衛生組

合建設工事一般競争入札（事後審査型）要綱の規定によるものとする。 

 

年  月  日 

小川地区衛生組合管理者             

 

記 

 

１ 入札対象工事 

 ⑴ 工 事 名 

 ⑵ 工事場所 

 ⑶ 工事期間 

  契約確定の日から  日間（   年 月 日頃まで） 

 ⑷ 工事概要 

  ア 目的 

  イ 規模及び構造 

  ウ 基礎形式及び施工方法 

  エ 概要図 

   別に配布する工事概要図のとおり 

 ⑸ 主要資材 

 

２ 入札手続きの方法等 

  本件入札は、小川町共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札

を埼玉県電子入札共同システム（以下、電子入札システムという。）により行う。ただし、

資料等の提出方法に別途定めがある場合は当該方法による。 
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３ 入札書の提出期間及び開札日時 

 ⑴ 入札書の提出期間 

         年  月  日 午（前・後）  時  分から 

         年  月  日 午（前・後）  時  分まで 

 ⑵ 開札日時 

年  月  日 午（前・後）  時  分 

 

４ 入札に参加する者に必要な資格等 

 ⑴ 形態 

 ⑵ 登録業種等 

  ア  ・ 年度小川地区衛生組合指名参加業者名簿に対象工事に対応する業種で登載

されている者 

 ⑶ 配置する技術者 

  ア 主任技術者または監理技術者の資格を有する者をこの工事の全工期に専任で配置

できること。 

  イ 入札申込日以前の３か月前から恒久的に雇用している者。（事後審査書類提出時に

健康保険証の写し等により確認） 

 ⑷ 実績等 

 ⑸ 次のいずれかに該当しない者であること。 

  ア 施行令第１６７条の４の規定に該当する。 

  イ この案件の公告日から入札日までの期間に小川地区衛生組合指名停止等措置要綱

及び小川地区衛生組合の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づ

く指名停止措置を受けている者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てがなされている者。ただし、裁判所からの更正又は再生手続開始の決定を受け

ているものを除く。 

 ⑹ 社会保険等  

   公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てに適法に加入しているこ

と。 

⑺ 電子証明について 
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電子入札システムを利用して行う入札のため、電子入札システムで利用可能な電子証

明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。ただし、小川地

区衛生組合が紙による入札を認めた場合はこの限りではない。 

 

５ 競争参加資格確認申請書の提出 

 ⑴ 配布日 

        年  月  日 午（前・後）  時  分から 

 ⑵ 申請締切日 

        年  月  日 午（前・後）  時  分まで 

 ⑶ 受付時刻 

        時から   時まで 

  入札参加を希望する者は、上に示す期間内にシステムの競争参加資格確認申請書（以

下「確認申請書」という。）を提出すること。ただし、社名や代表者の変更により電子証

明書の情報の変更（再取得）が間に合わない場合など、やむを得ない理由がある場合は、

小川町公共工事等電子入札運用基準に基づき「紙入札方式参加申請書」（様式１）を、競

争参加資格確認申請書の申請締切日までに組合に紙媒体で提出して承認を得ること。 

 

６ 設計図書等 

  設計図面、設計書、仕様書、特記仕様書及び契約書案（以下「設計図書等」という。）

は、電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 

 

７ 設計図書等に関する質問 

  設計図書等に関して質問がある場合は次のとおり、質問書を電子メールにより提出し

なければならない。 

⑴ 受付期間 

        年  月  日 午（前・後）  時  分から 

        年  月  日 午（前・後）  時  分まで 

 ⑵ 提出方法 

    電子メールによる。電子メールアドレス ・・・・・＠・・・・・ 

 ⑶ 質問に対する回答 

  ア 掲示場所 
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質問に対する回答はシステムに掲示する。 

  イ 掲示日 

        年  月  日（ ） 

 

８ 現場説明会 

  次のとおり開催する。／開催しない。 

 ⑴ 開催場所 

 ⑵ 開催日時       年  月  日午（前・後）  時  分 

 

９ 入札保証金 

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、見積った契約希望金額（入札書に記載する金額（見

積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額）ではないので注意するこ

と。）の１００分の５以上(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げた金額)入札保証金を納付しなければならない。 

 ⑵ 納付方法 

   参加申請書提出時に配布する納付書兼領収書等により、指定金融機関、指定代理金

融機関又は収納代理金融機関に払い込むこと。 

 ⑶ 納付期限        年  月  日 

 ⑷ 小川町規則を準用する規則（令和７年規則第２号）第２条の規定により準用される

小川町契約規則第７条の規定により納付をさせないことができる。 

 ⑸ 入札保証金は、入札の終了後、入札に参加した者から請求書の提出を受けることに

より、還付する。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付する必要の

ある契約保証金があるときは、これに充当する。 

   なお、落札者がその責に帰すべき理由により契約を締結しないときの入札保証金は、

組合に帰属するものとする。 

 

１０ 最低制限価格 

設定する。（最低制限価格未満の入札をした者は、この入札におけるそれ以降の入札

に参加できない。）／設定しない。 

 

１１ 入札に関する注意事項 



 ２０ 

 ⑴ 入札参加資格者の確認 

  ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、

開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。 

  イ 入札に参加する者の数が１者であるときは、入札を執行しない。 

 ⑵ 入札書に記載する金額 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑶ 提出書類 

  ア 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書（必要事項を記入したもの）を電子

入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。 

  イ 落札者以外の入札保証金は入札後に還付するので、納付書兼領収書等により入札

保証金を納付した者は、あらかじめ、振込先、口座番号等を記載した請求書を用

意すること。 

 ⑷ 入札回数 

  ア 再度入札は２回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 ⑸ 入札の辞退 

  入札の辞退は、小川町公共工事等電子入札運用基準に基づき、原則としてシステムに

より行うものとする。 

 ⑹ 独占禁止法等関係法令の遵守 

  入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑺ その他 

  ア 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

  イ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、電子入札システ

ムのくじにより落札候補者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを辞退する

ことはできない。 
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１２ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札に参加する資格のない者がした入札 

 ⑵ 参加資格審査のために管理者が行う指示に落札候補者が従わないときにおける当該

落札候補者のした入札 

 ⑶ 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額

に達しない者がした入札 

 ⑷ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

 ⑸ 明らかに連合（談合）によると認められる入札 

 ⑹ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札 

⑺ 入札書に記載された金額が入札金額見積内訳書の税抜合計額と異なる（１万円未満

の端数処理と認められる場合を除く。）入札 

  ⑻ 入札金額見積内訳書に不備のあった入札 

 ⑼  紙入札とした場合において、次に掲げる入札をした者がした入札 

  ア 入札者の押印のない入札書による入札 

  イ 記載事項を訂正した場合（金額の訂正は無効）においては、その個所に押印のな

い入札書による入札 

  ウ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

  エ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書に

よる入札 

  オ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

  カ 他者の代理を兼ねた者がした入札 

  キ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がし

た入札 

 ⑽  その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 

１３ 入札参加資格の有無の確認 

  開札後、落札候補者となった者は、参加資格確認に必要な資料を指示された日の翌日

から起算して、２日以内に提出し、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。 

 

１４ 入札参加資格の確認通知 
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 ⑴ 入札参加資格の確認結果は、電話及び通知書により連絡及び通知する。 

 ⑵ 入札参加資格がある旨の確認通知には、契約保証金の納付について示す。 

 ⑶ 入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。 

 

１５ 契約の時期 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年３月１

９日条例第２号）の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につ

いては、建設工事請負仮契約書を取りかわし、組合議会の議決後に本契約を締結する。 

 

１６ 契約保証金 

⑴ 落札者は契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り上げた金額）の契約保証金（入札保証金を納付したときは、その

差額）を納付しなければならない。 

⑵ 契約保証金の納付については、保証会社との間に小川地区衛生組合を被保険者とす

る履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者は、免除する。 

⑶ 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより、還付

する。ただし、請負者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないとき

の契約保証金は、組合に帰属するものとする。 

 

１７ 支払条件 

 ⑴ 前金払 

  する。（その額は契約金額の４０％以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、

継続事業にあっては、その年割額の４０％以内とする。）／しない。 

 ⑵ 中間前金払 

  する。（その額は契約金額の２０％以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、

継続事業にあっては、その年割額の２０％以内とする。）／しない。 

 ⑶ 部分払 

  する。（ 回以内）／しない。 

 

１８ その他 

⑴ 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に専任で配置する
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こと。 

⑵ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由とし

て、異議を申し立てることはできない。 

 

１９ 問い合わせ 

 ⑴ 問い合わせ先 

 ⑵ 電話番号
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様式第２号（第６条関係 単体企業・経常建設工事共同企業体） 

 

一般競争入札参加申請書 

 

年  月  日   

 

小川地区衛生組合管理者 あて 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代  表  者            印 

 

 

 下記工事の入札公告に示された内容を熟知した上で、入札参加を申請します。 

 

記 

 

１ 公告年月日 

      年  月  日 

 

２ 工事名 

 

 

３ 工事場所 

 

 

４ 連絡先 

  ⑴ 担当者所属・氏名 

 

  ⑵ 電話番号 
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様式第３号（第６条関係 特定建設工事共同企業体） 

 

一般競争入札参加申請書 

 

年  月  日   

 

小川地区衛生組合管理者 あて 

 

   特定建設工事共同企業体の名称                    

 

代表構成員  住    所 

商号又は名称 

代  表  者               印 

構 成 員  住    所 

商号又は名称 

代  表  者               印 

 

 下記工事の共同請負のため、特定建設工事共同企業体を結成したので、入札

公告に示された内容を熟知した上で、入札参加を申請します。 

 

記 

 

１ 公告年月日 

       年  月  日 

 

２ 工事名 

 

３ 工事場所 

 

４ 連絡先 

  ⑴ 商号又は名称 

 

  ⑵ 担当者所属・氏名 

 

  ⑶ 電話番号 
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様式第４号（第９条関係） 

請 求 書 
 

年  月  日  

 

小川地区衛生組合管理者  あて 

 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代  表  者            印 

 

 

（入札保証金／契約保証金）について、下記のとおり還付請求いたします。 

 

 

記 

 

   １ 金              円 

 

 

２ 振込先 

           銀行        支店 

 

当座預金 ／ 普通預金 

 

口座番号                

 

口座名義人                      

 

（・債権者コード              ） 
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様式第５号（第１６条関係） 

落札候補者通知書 

 

                          第     号 

年  月  日   

 

        様 

 

 

小 川 地 区 衛 生 組 合 管 理 者          

印 

 

 

 貴社が先に入札した下記工事について、貴社が落札候補者となりましたので、

入札公告に示す一般競争入札参加資格等確認申請書に、一般競争入札参加資格

等確認資料（及び特定建設工事共同企業体にあっては特定建設工事共同企業体

協定書）を添えて、持参により提出してください。 

 

記 

 

公 告 日     年   月   日 

開 札 日     年   月   日 

工 事 名  

工 事 場 所  

提 出 期 限     年   月   日 

提 出 先 

小川地区衛生組合    課   担当   

担当者       

電話           （内線   ） 

 

 

 



 ２８ 

 

様式第６号（第１６条関係 単体企業・経常建設工事共同企業体） 

 

一般競争入札参加資格等確認申請書 

 

年  月  日   

 

小川地区衛生組合管理者  あて 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代  表  者            印 

 

 下記工事の入札公告に示された一般競争入札参加資格確認資料等を添えて入

札参加資格の確認を申請します。 

 なお、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること及

び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 公告年月日 

      年  月  日 

 

２ 工事名 

 

 

３ 工事場所 

 

 

４ 連絡先 

  ⑴ 担当者所属・氏名 

 

  ⑵ 電話番号 
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様式第７号（第１６条関係 特定建設工事共同企業体） 

 

一般競争入札参加資格等確認申請書 

 

年  月  日   

小川地区衛生組合管理者  あて 

 

   特定建設工事共同企業体の名称                    

 

代表構成員  住    所 

商号又は名称 

代  表  者               印 

構 成 員  住    所 

商号又は名称 

代  表  者               印 

 

下記工事の共同請負のため、特定建設工事共同企業体を結成したので、入札

公告に示された一般競争入札参加資格等確認資料及び特定建設工事共同企業体

協定書を添えて、入札参加資格の確認を申請します。 

 なお、各構成員とも地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 公告年月日      年  月  日 

 

２ 工事名 

 

３ 工事場所 

 

４ 連絡先 

  ⑴ 商号又は名称 

 

  ⑵ 担当者所属・氏名 

 

  ⑶ 電話番号 

 



 ３０ 

 

様式第８号（第１６条関係 単体企業・経常建設工事共同企業体） 

 

一般競争入札参加資格等確認資料 

 

商号又は名称                

 

１ 対象工事に対応する業種に係る発注標準額の業者区分（格付け） 

 

 

２ 対象工事に対応する許可業種に係る令和  年度経営事項審査の総合評定値 

 

 

３ 対象工事に対応する業種に係る最初の許可（登録）年月日 

年  月  日 （許可／登録） 

 

４ 建設業法に基づく許可を受けた営業所の主たる所在地 

 

 

５ 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績 

工 
事 

名 

称 

等 

工事名称   

発注機関名   

施工場所   

契約金額   

工 期  年 月 ～  年 月 年 月 ～  年 月 

受注形態等 単体／共同企業体（出資比率   ％） 単体／共同企業体（出資比率   ％） 

 
 

工 

事 

諸 

元 

等 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※１ 過去  年間の同種・類似工事の施工実績について記入すること。 
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 ２ 共同企業体による施工の場合は、出資比率  ％以上の工事に限る。 

６ 当該工事に配置予定の技術者 

技術者区分   

従事予定者名   

所属会社名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴   

法令による免許 

（取得年月日） 

（登録番号） 

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所   

工 期 年 月 ～ 年 月 年 月 ～ 年 月 

従事役職   

 
 

従 
 
 
 

事 
 
 
 

実 
 
 
 

績 

工 事 名   

発注機関名   

施工場所   

契約金額   

工 期   年 月 ～ 年 月   年 月 ～ 年 月 

従事役職   

工 事 名   

発注機関名   

施工場所   

契約金額   

工 期   年 月 ～ 年 月   年 月 ～ 年 月 

従事役職   

 

７ 非該当要件の確認 

 下記事項に相違ないことを誓約します。 

 ⑴ この案件の公告日から入札日までの期間に小川地区衛生組合指名停止等

措置要綱及び小川地区衛生組合の締結する契約からの暴力団排除措置に関

する要綱に基づく指名停止措置を受けている者 

該当（しない／する） 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づく更正手続開始の申立て

がされている者又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生
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手続開始の申立てがなされている者。ただし、裁判所からの更正又は再生

手続開始の決定を受けているものを除く。 

該当（しない／する） 

 

◎契約保証金の減免に対する希望 

希望（する／しない） 

※この様式は例示であるので、参加資格に応じて、適宜、内容を変更して差し

支えない。 
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様式第９号（第１６条関係 特定建設工事共同企業体）    

一般競争入札参加資格等確認資料 

 

特定建設工事共同企業体の名称                

１ 対象工事に対応する業種に係る発注標準額の業者区分（格付け） 

 商号又は名称 格付け 

代表構成員   

構 成 員   

２ 対象工事に対応する業種に係る平成  年度経営事項審査の総合数値 

 商号又は名称 総合評定値 

代表構成員   

構 成 員   

３ 対象工事に対応する業種にかかる最初の許可(登録)年月日 

 商号又は名称 許可（登録）年月日 

代表構成員    年  月  日（許可／登録） 

構 成 員    年  月  日（許可／登録） 

４ 建設業法に基づく許可を受けた営業所所在地 

 商号又は名称 所 在 地 

代表構成員   

構 成 員   

５ 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績 

代表構成員の商号または名称  

工 

事 

名 

称 

等 

工事名称   

発注機関名   

施工場所   

契約金額   

工 期  年 月 ～  年 月 年 月 ～  年 月 

受注形態等 単体／共同企業体（出資比率   ％） 単体／共同企業体（出資比率   ％） 

工 

事 

諸 

元 

等 

   

   

   

   

   

   

※１ 過去  年間の同種・類似工事の施工実績について記入すること。 
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 ２ 共同企業体による施工の場合は、出資比率  ％以上の工事に限る。

６ 当該工事に配置予定の技術者 

技術者区分   

従事予定者名   

所属会社名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴   

法令による免許 

（取得年月日） 

（登録番号） 

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所   

工 期   年 月 ～ 年 月   年 月 ～ 年 月 

従事役職   

従 
 
 
 

事 
 
 
 

実 
 
 
 

績 

工 事 名   

発注機関名   

施工場所   

契約金額   

工 期   年 月 ～ 年 月   年 月 ～ 年 月 

従事役職   

工 事 名   

発注機関名   

施工場所   

契約金額   

工 期   年 月 ～ 年 月   年 月 ～ 年 月 

従事役職   

 

７ 非該当要件の確認 

 下記事項に相違ないことを誓約します。 

 ⑴ この案件の公告日から入札日までの期間に小川地区衛生組合指名停止等措置
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要綱及び小川地区衛生組合の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱

に基づく指名停止措置を受けている者 

該当（しない／する） 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続開始

の申立てがなされている者。ただし、裁判所からの更正又は再生手続開始の決

定を受けているものを除く。 

該当（しない／する） 

 

◎契約保証金の減免に対する希望 

希望（する／しない） 

※この様式は例示であるので、参加資格に応じて、適宜、内容を変更して差し支え

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３６ 

様式第１０号（第１７条関係） 

 

一般競争入札参加資格審査結果調書 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

開 札 日  

落 札 候 補 者  

  

【資格要件】 

入札参加資格 適 否（理由：              ） 

資格者名簿への登載 適 否（理由：              ） 

経営事項審査 適 否（理由：              ） 

指名停止期間中でない 適 否（理由：              ） 

資格審査数値や格付 適 否（理由：              ） 

本店所在地 適 否（理由：              ） 

施工実績 適 否（理由：              ） 

配置予定技術者 適 否（理由：              ） 

   

   

   

 

【確認結果等】 

  上記のとおり落札候補者が 適格 ・ 不適格 であることを確認しました。 

 

                        年  月  日 

                        確認者  職・氏名 

 

注１ 審査項目は、適・否のいずれかに○印を付し、否の場合はその理由を記載すること。 

 ２ 必要のない審査項目は抹消し、必要に応じ適宜審査項目を追加する。 
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様式第１１号（第１８条関係） 

 

一般競争入札参加資格確認通知書 

 

                            第     号 

年  月  日   

 

        様 

 

 

小 川 地 区 衛 生 組 合 管 理 者          

印 

 

 貴社が先に入札した下記工事について、貴社の入札参加資格を審査した結果、 

入札参加資格があると確認されたので通知します。 

 

記 

 

公 告 日      年  月  日 

開 札 日      年  月  日 

工 事 名  

工 事 場 所  

契約保証金の取扱い  免除 ／ 契約金額に 100 分の  を納付すること。 

（ただし、保険会社との間に小川地区衛生組合を被保険者

とする履行保険契約を締結した場合は、免除する。） 

⑴ 納付方法 

 

⑵ 納付期限     年  月  日 



 ３８ 

様式第１２号（第１８条関係） 

 

一般競争入札参加資格不適格通知書 

 

                            第     号 

年  月  日   

 

        様 

 

 

小 川 地 区 衛 生 組 合 管 理 者          

印 

 

 貴社が先に入札した下記工事について、貴社の入札参加資格を審査した結果、入

札参加資格を満たさないと確認されたので通知します。 

 

記 

 

公 告 日      年  月  日 

開 札 日      年  月  日 

工 事 名  

工 事 場 所  

入札参加資格を満

たさないと認めら

れた理由 

 

 



 ３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《不服の申出について》 

 入札参加資格を満たさないと認めた理由に不服のある場合は、当該理由について説明を求

めることができますので、本通知を受け取った日の翌日から起算して５日（休日を除く。）

以内に不服申出書を    課に提出してください。 



 ４０ 

様式第１３号（第１９条関係） 

 

不服申出書 

 

年  月  日   

 

小川地区衛生組合管理者  あて 

 

 

 １ 不服申出者 

住 所  

商号又は名称  

代 表 者 氏 名                     印 

電 話 番 号  

建設業許可番号  

 

 ２ 不服申出の対象となる工事名 

工 事 名  

 

 ３ 不服のある事項 

 

 

 

 ４ ３の主張の根拠となる事項 

 

 

 

 



 ４１ 

様式第１４号（第１９条関係） 

                            第     号 

年  月  日   

 

        様 

 

 

小 川 地 区 衛 生 組 合 管 理 者          

印 

 

回 答 書 

 

       年  月  日付けで不服申出があった件について、下記のとおり

回答します。 

 

記 

 

 １ 不服申出の対象とされた工事名 

工 事 名  

 

 ２ 不服のあった事項 

 

 

 ３ ２の主張の根拠とされた事項 

 

 

 

 ４ 回答内容 


